
様式第5号（第4条関係）
舞議第 76 号
令和7年11月14日

市民オンブズマンまいづる
森本隆様
古田徹様

舞鶴市議会
議長肝付隆

行政文書の存否を明らかにしない決定通知書

令和7年10月31日付けの行政文書の開示請求について、舞鶴市情報公開条
例第8条の規定により、次のとおり行政文書の存否を明らかにしないことを決定
したので通知します。

ヽ

京都府地方税機構または税務署が、舞鶴市に対し、市議会議
員の給与に関する「支払い状況の調査」 「給与差押え」 「照
会」等を目的として送付した文書

行政文書の件
1.文書の種類としては、 「調査依頼文書」「照会文書」

名又は内容
「差押通知書」などが該当するもの

.、
2.宛先が舞鶴市担当課または市議会事務局であるもの

，： 

3.対象期間は2022年4月1日から2025年10月31日までに作
成・受領した文書

議員個人の所得や税に関する情報は、舞鶴市情報公開条例第

存否を明らか
5条第1号の個人情報に該当し、その存否を明らかにすること

にしない理由
は、議員のプライバシーや名誉を不当に侵害する恐れがある
ことから、当該文書の存否については明らかにいたしませ
ん。

担当部課等
議会事務局総務課

電話番号 0773-66-1060 （内線 ） 
.• 

備考

（教示）
1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して3か月以内に、舞鶴市議会議長に対して審査請求をすることができ
ます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内で
あっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をするこ
とができなくなります。）。
2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算し
て6か月以内に、舞鶴市を被告として（訴訟において舞鶴市を代表する者は舞鶴
市議会議長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（な
ぉ、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であって
も、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提
起することができなくなります。）。ただし、上記lの審査請求をした場合は、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第1号（第3条関係）・

舞鶴市議会議長様

令和7年10月3,1日

住

請求者（連絡先）＇

所哀都府舞鶴市喜多ilより5-4り
疇務局

Y・ブズマンまい嚢：

古田徹

電話番号

行政這鰤請求書

舞鶴市情報公開条例第4条第1項の規定により、次のをおり行政文霊の開示を請求しま七
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：京都府地友税機構括よび税器暑がら舞藉市に送付された『給与支

屈い瓢査」等に関する：文書；の情報公開請求，

請求内容＇：京都府地方税機謡またほ税務署加、←舞鶴車に対．し、｛市；

議会議員の絵与に関する「支払，い状況の調査」隣与差押え］：「照

会J_等を目的として送付‘・した文警・，

請求：し・・認辰る行政文 '"文賓・⑪種類をしX比「瓢疇頼這J'「麟文書J:f蜘麟
' i 

書，R件名又は内容 i 知粛j'●ーなど茄該当するもの
！ 

・1 宛先旅舞鶴市担当課またほ市議会事務局であるものi 

； 
．i 対象期間は"i,92.022年4，ら月l日がら29025年 10月[31日まで

： に作成・9受領した文書

l対象となる市識会議員の個人名が含まれてい在揚合には、必要iこ

応じ℃悪塗り等屯の対応をお願＇いします

開示 ．の方法
！［口口 視閲聴覧

口写しR交付（送、付希望西有無 □有＇ o(無）：
請求：に係る行政文＇：本請求R，目的は：、当該調査・照会・通知淑行われた事実およびそ

必書の要開が示あがる公理益上由｛［の内容を把握ずる`ことにありますぐむ
i 

※ I' 
. 

受付年月 日 冷屈 7 年 ／ 0 月 3/ 日
! 

※ 担当部課等 為I会車経局 嘩ふ 紐、氏協 課

電・話ー・番号 0叩3もb-lob o （内線 ） 
i 
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事務連絡

令和7年11月4日

市民オンブズマンまいづる

森本隆様

古田徹様

舞鶴市議会事務局総務課長

行政文書開示請求書の受付について

＼． 

令和7年10月31日付けの標記請求書につきましては、当課にて受付けを

しましたので、その写しを送付いたします。

なお、本請求に係る開示、不開示等の決定は、原則、令和7年11月14日

までに行い、その旨当課より連絡しますとともに、その際、必要に応じて開示

日時等の調整をさせていただきますので、ご了承願います。
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